平素より、電子マニフェストシステム「JWNET」をご利用いただきありがとうございます。
このたび、廃棄物処理法施行規則の改正（2025年4月22日公布、2027年4月1日施行）に伴い、2027年4月1から処分業者は再資源化等の情報入力が必須になります。
（施行規則の改正により追加される情報をJWNETでは『再資源化等の情報』といいます。）
また、2025年5月6日から2027年3月31日までは処分業者は任意項目として再資源化等の情報を入力することができます。
これにより、処分業者が入力した情報を照会することができるよう、2025年5月6日から排出事業者のメニューに「再資源化等の情報」が追加されます。

◆再資源化等の情報について
・2027年3月末までは処分業者の準備期間として、再資源化等の情報は任意入力項目となります。
・処分業者から情報が入力された場合に限り閲覧が可能となりますのでご了承ください。

メニュー追加に関するお知らせ、及び電マニフェストの項目追加に関する詳細は以下をご参照ください。
▼（リーフレット）2025年5月6日から「再資源化等の情報」メニューが追加されます
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/leaflet_tsuika_h.pdf
▼電子マニフェストの項目追加
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/tsuika/index.html

